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毎年、理学療法専攻の方が圧倒的に多いのが実情

である。 筆者は、 その原因のひとつに、 作業療法

の本質に対する社会的認知が低いことがあるので

はないかと考えた。 そして、 作業療法の社会的認

知をよりよく向上させるためにはどうすればよい

のかについて考えた。

Ｓｅ

ｔｏ

貴）ｒｎｅｃｅｓｓｌｔｙ

近年、 作業療法士の需要は高まりつつあり、 筆

者の勤務する川崎医療福祉大学に来る求人数を見

てみると、 ここ何年かは同じ学科の理学療法士よ

りも多い。 しかし、当大学における受験者の数は、
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筆者は、 その方策を考えるための１つの題材

に、 作業療法の定義について検討することを挙げ

た。 その手始めとして、 我が国においては最古で

根幹ともいえる理学療法士及び作業療法士法によ

る定義 （以下、 法定義） に着目し、 学生の意識調

査を基に検討してきた。２００９年に行った作業療法

の新２年次生の調査では、 法定義から受ける作業

療法のイメ←ジには学生間で差異があり、 法定義

が作業療法の本質を表していると考える者や法定

義が好きと思う者は多くなかった１）
。 また、 同一

クラスの新２年次時と４年次終了時での比較調査

では、 自己の考える作業療法の本質も、 法定義に

対する意識も変化することが分かった。 特に、 法

定義が作業療法の本質を表していると考える者は

著明に減り、 法定義が好きと思う者はいなくなっ

たのが目を引いた２）
。

　

さて、 我が国における作業療法の代表的な定義

は、 法定義と日本作業療法士協会による定義 （以

下、協会定義）、及び世界作業療法士連盟 （Ｗｏｒｌｄ

ＦｅｄｅｒａｔｉｏｎｏｆｏｃｃｕｐａｔｉｏｎａＩＴｈｅｒａｐｉｓｔ

　

によ る

定義 （以下、ＷＦＯＴ定義） とされる３・４）。 今回は、

この３つの定義 （表１） を題材にして、 学生の意

識等を調査し、 検討することにした。 以下に、 そ

表１

　

我が国における作業療法の代表的な定義

れぞれの定義について紹介する。

　

我が国で、 作業療法が公式に誕生したのは、

１９６５年に理学療法士及び作業療法士法が公布、 施

行された時である。 そして、 同時に法定義が生

ま れた。 そ れより 先 の１９６３年 に、ＰＴ （ｐｈｙｓｉｃａｌ

ｔｈｅｒａｐｙ）・ＯＴ （ｏｃｃｕｐａｔｉｏｎａｌｔｈｅｒａｐｙ） 制度調査

打ち合わせ会が発足し、ＰＴと０Ｔにおける日本語

名称や業務内容、及び資格要件や養成所開設の基

準等が煮詰められていった。 そして、 日本語名称

においては、 職能療法士と職能訓練士、 及び作業

療法士等が検討され、 最終的には委員の挙手によ

り作業療法士に決定されたという５）
。このように、

ｏｃｃｕｐａｔｉｏｎという言葉が十分理解されずに、 我が

国に導入されたとされる６）
。 そして、 法定義が生

まれて半世紀が経とうとしているが、 今もなお、

この定義は改訂されることなく用いられている。

　

日本作業療法士協会は、作業療法士国家資格取

得者で構成される職業団体で、１９６６年に結成され

た。 日本作業療法士協会は、１９８２年に、 独自の協

会定義の作成に着手した。 そして、 全会員及び有

識者より意見の聴取を求めながら審議を継続し、

１９８５年に総会で採択され、協会定義が生まれた５）
。

協会定義も改訂されることなく、 現在に至るまで

用いられている。

　

世界作業療法士連盟は、１９５２年に設立された作

業療法の水準を高めるための国際的組織である。

日本作業療法士協会も、１９７２年に正会員として加

入した。 世界作業療法士連盟は、 ＷＦＯＴ定義を

幾度となく発展的に改定してきた７）
。 そして、 今

回用いたＷＦＯＴ定義は、 調査当時の最新版とさ

れる２００４年のもので、 法定義や協会定義に比べて

非常に新しいものである。

今回は、 学生の考える作業療法における作業の

位置づけ、 各々の定義から受けるイメージと定義

の妥当性、 及び暗好性について調査した。 また、

法定義と協会定義が共存することに対しての質問

も行った。 今回は、概念形成の機会がまだ少なく、

新鮮な意識を持つであろう新２年次生を対象にア

理学療法士及び作業療法士法（１９６５年）
作業療法とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主
としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を
図るため、 手芸、 工作その他の作業を行わせることをい

つ。

日本作業療法士協会（１９８５年）
作業療法とは、身体又は精神に障害のある者、またはそ
れが予測される者に対し、その主体的な生活の獲得を図
るため、諸機能の回復、維持及び開発を促す作業活動を
用いて、 治療、 指導及び援助を行うことをいう。

世界作業療法士連盟（２００４年版）
作業療法士は、 作業 （ｏｃｃｕｐａｔｉｏｎ） を通して健康と幸福
（ｗｅｌｌｂｅｉｎｇ）を促進することに関心をもつ専門職である。
作業療法の基本目標は、 人々が日常の活動に参加するこ
とができるようにすることである。 作業療法士は、 人々
が能力を高めることを可能にするようなことをしたり、
より参加しやすくするように環境を変更することによっ
て、日常の生活に参加するという成果を達成する。
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ンケート調査を行った。

　　　　　

　

対象は、２０１２年度の川崎医療福祉大学作業療法

専攻に在籍する新２年次生４１名 （男９名・女３２名、

平均年齢１９．１±０．３歳）であった。対象は、１年次に、

作業療法の概念を学ぶ３つの専門科目を既修して

いた。「リハビリテーション総論」 ではリハ ビリ

プーンョンや作業療法の役割等を、「作業療法学

総論工」 では作業療法の定義やアプローチの流れ

等を学んでいた。 また、「作業療法研究工」 では、

隣接する川崎医科大学附属病院において、 本学教

員が行う作業療法の臨床場面を見学し、それに基

づくグループ学習等を経験していた。 併せて、「理

学療法学総論」 も既修しており、 チームの一員で

ある理学療法の役割や方法等を学んでいた。

　

アンケート調査は、 対象が新２年次生となった

２０１２年４月９日に、「基礎作業学」 という専門科

目の授業の一環で行った。 この目的は、 学生が作

業療法の概念について考え、 その本質を整理して

いくための礎とすることであった。 アンケート調

査は、 先ず授業における学習目的を説明し、 次い

で筆者が個人情報を保護した上で結果を分析し学

術発表に用いることへの説明と同意をとった後、

表２ アンケートの調査項目

無記名形式で行った。

　

表２に調査項目の一覧表を示した。 内容は、 自

己が考える作業療法における概念と各々の定義

に対する意識等、 及び法定義と協会定義の共存に

対する質問であった。 問１では、 なぜ作業療法は

作業療法というのかを７者択一で問うた （表３）。

すなわち、作業療法における作業は、対象、目的、

及び手段のどの観点に位置づけられると思うかを

問うた。

　

問２から問５は、 各々の定義に対する意識に関

するものである。 対象は、 １年次にそれらの定義

について既に学んでいたが、 アンケート用紙上に

再掲し読ませた上で答えさせた。 問２では、 過去

に、 各々の定義が作業療法の本質を表しているか

どうかについて考えたことがあるかを、「ある」 と

「ない」 と 「分からない （忘れた等）」 の３者択一

で問うた。 また、「ある」 場合はその程度を、「深く」

と「ある程度」 と 「少しだけ」 の３者択一で答え

させた。「ない」 場合はその理由を、「そんなもの

だと思っていたから」 と 「考えることを思いつか

なかった」 の２つの選択肢、 及びその他の自由記

述で答えさせた。 問３では、 各々の定義は、 今考

えて、 問１の観点で、 どのようなイメージを抱か

せると思うかを、 ７者択一で問うた。 問４では、

各々の定義は、 今考えて、 作業療法の本質を表し

ていると思うかを、「思う」 と 「思わない」 と 「ど

ちらともいえない」、 及び「分からない」 の４者択

一で問うた。 問５では、 各々の定義は、 今考えて、

表３

　

問１の内容

問１：あなたは、なぜ、作業療法は作業療法というと考

　　

えるか

問２：あなたは、過去に、この定義が作業療法の本質を

　　

表しているかどうかについて考えたことがあるか

間３：あなたは、 今考えて、 この定義が問１の観点で、

　　

どのようなイメージを抱かせると思うか

間４：あなたは、今考えて、この定義が作業療法の本質

　　

を表していると思うか

間５：あなたは、 今考えて、 この定義が好きか嫌いか、

　　

その理由は

問６：あなたは、 過去に、法定義と協会定義の２つが存

　　

在する事実について、奇異（不思議） だと感じた

　　

ことがあるか
間７：あなたは、 法定義があるにもかかわらず、 なぜ、

　　

協会定義が作られたのかを他者から聞いたことが

　　

あるか

問８：あなたは、 法定義があるにもかかわらず、 なぜ、

　　

協会定義が作られたのかを自分なりに考えたこと

　　

があるか

間１

　

あなたは、 なぜ、作業療法は作業療法というと考

　　

えるか（作業療法における作業の位置づけ）

　　

①対象にある→「作業障害（者）を治療の対象と

　　　

する」 から

　　

②目的にある→「作業を獲得するということを目

　　　

的とする」 から

　　

③手段にある→「作業を治療の手段に用いる」か

　　

ら

　　

④上記の「対象」と「目的」との両方の観点から

　　

⑤上記の「対象」と「手段」との両方の観点から

　　

⑥上記の「目的」と「手段」との両方の観点から

　　

⑦上記の「対象」と「目的」と「手段」の全ての

　　　

観点から
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好きか嫌いかを、「好き」 と 「嫌い」 と 「どちらと

もいえない」、 及び 「分からない」 の４者択一で、

またその理由は何かを問うた。 なお、 以上の４問

は、法定義、協会定義、ＷＦＯＴ定義の順番で行った。

　

問６から問８は、 我が国に、 法定義と協会定義

が共存していることに関する質問であった。 問６

では、 ２つの定義が共存することについて、 奇異

（不思議）だと感じたことがあるかどうかを、「ある」

と「ない」 の２者択一で問うた。「ない」場合はそ

の理由を、「考えたことがなかった」 と 「あること

に違和感がなかった」 の２つの選択肢で選ばせた。

問７では、 法定義があるにもかかわらず、 なぜ協

会定義が作られたのかを他者から聞いたことがあ

るかどうかを、「ある」 と 「ない」 と 「分からない

（忘れた等）」 の３者択一で問うた。 問８では、 法

定義があるにもかかわらず、 なぜ協会定義が作ら

れたのかを自分なりに考えたことがあるかどうか

を、「ある」 と 「ない」 の２者択一で問うた。

　
　 　　

　

　

１． なぜ作業療法は作業療法というのか （作業の

　　

位置づけ）

　

問１の結果を表４に示した。 ⑥の 「作業を獲得

することを目的に、 作業を手段に用いるから」 が

１７名 （４１．５％） で最も多く、 ⑦の 「作業が障害さ

れた者を対象に、 作業を獲得することを目的に、

表４

　

問１の結果

表５

　

問２の結果

作業を手段に用いるから」 が９名 （２２．０％）、 ③の

「作業を手段に用いるから」 が８名 （１９．５％） で次

いだ。 この３つの選択肢には、 すべて、 手段とい

う観点が含まれていた。

２． 定義が作業療法の本質を表しているかどうか

　

考えたことがあるか

　

間２の結果を表５に示した。 法定義と協会定義

は、「ある」 と 「ない」 の２つの回答に分かれた。

そして、 どちらの定義も、「ない」 が 「ある」 を

大きく上回った。 ＷＦＯＴ定義 は、「ある」 が１名

（２．４％）、「分からない （忘れた等）」 が２名 （４．９％）

のみで、 ほとんどの者が 「ない」 と回答した。

　

「ある」 場合の程度については、 すべての定義

において、「深く」 は一人もいなかった。 法定義

で 「ある」 と答えた１３名では、「少しだけ」 が９

名 （６９．２％） と多く、「ある程度」 は４名 （３０．８％）

であった。 協会定義で「ある」と答えた１５名では、

「少しだけ」 が１１名 （７３．３％） と多く、「ある程度」

は４名 （２６．７％） であった。 ＷＦＯＴ定義で「ある」

と答えた１名は、「少しだけ」 と回答した。

　

「ない」場合の理由については、法定義で「ない」

と答えた２８名では、「そんなものだと思っていた

から」 が１７名 （６０．７％） と多く、「考えることを思

いつかなかった」が９名（３２．１％）、自由記述で「難

しいから」 が１名 （３．６％） であった。 なお、 １名

は理由の記述がなかった。 協会定義で 「ない」 と

答えた２６名では、「そんなものだと思っていたか

ら」 が１８名 （６９．２％） と多く、「考えることを思い

つかなかった」 が７名 （２６．９％） で、 １名は理由

の記述がなかった。 ＷＦＯＴ定義で 「ない」 と答

えた３８名では、「そんなものだと思っていたから」

が１６名（４２．１％）、「考えることを思いつかなかった」

問１

　

あなたは、なぜ、作業療法は作業療法というと考

　　

えるか（作業療法における作業の位置づけ）
①対象にある

　　　　　　　　

：１名 （２．４％）
②目的にある

　　　　　　　　

：３名 （７．３％）
③手段にある

　　　　　　　　

：８名 （１９．５％）
④対象と目的にある

　　　　　

：１名 （２．４％）
⑤対象と手段にある

　　　　　

：２名 （４．９％）
⑥目的と手段にある

　　　　　

：１７名 （４１．５％）
⑦対象と目的と手段にある

　　

：９名 （２２．０％）

問２

　

あなたは、 過去に、 各々の定義が作業療法の本質を表しているかどうかについ

　　

て考えたことがあるか
＜法定義＞

　　　　　　　　　

＜協会定義＞

　　　

＜ＷＦＯＴ定義＞
・考えたことがある

　　　　

：１３名 （３１．７％）

　

１５名 （３６．６％）

　　

１名 （２．４％）
・考えたことがない

　　　　

：２８名 （６８．３％）

　　

２６名 （６３．４％）

　

３８名 （９２．７％）
・分からない （忘れた等）

　

： ０名 （０．０％）

　　

０名 （０．０％）

　　

２名 （４．９％）
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が１２名 （３１．６％）、 自由記述で 「知らなかった」 が

７名 （１８．４％） であった。 そして、 ３名 は理由の

記述がなかった。

３． 定義がイメージさせる作業療法における作業

　

の位置づけ

　

間３の結果を表６に示した。 法定義では、 ③の

「手段にある」 と⑥の 「目的と手段にある」 と⑦

の 「対象と目的と手段にある」 の３つの回答が同

程度で上位を占めた。 協会定義では、 ⑥の 「目的

と手段にある」と⑦の「対象と目的と手段にある」

の２つの回答が同程度で上位を占めた。 ＷＦＯＴ

定義では、②の 「目的にある」 の回答が多くなり、

⑥の「目的と手段にある」と同程度で上位を占め、

⑦の 「対象と目的と手段にある」 の割合はやや減

少した。 以上のように、 定義がイメージさせる作

業療法における作業の位置づけは、 各々の定義に

よ 回頃向が異なった。

４． 定義は作業療法の本質を表していると思うか

間．４の結果を表７に示した。 法定義では、「ど

ちらともいえない」 が過半数を占め、「思う」 が

１２名（２９．３％）で次ぎ、「分からない」も７名（１７．１％）

いた。「思わない」はいなかった。協会定義では、「思

う」が過半数を占め、「どちらともいえない」と「分

からない」 が同程度で次いだ。「思わない」 はい

なかった。 ＷＦＯＴ定義では、「思う」 が過半数ま

ではいかないが突出して多く、「どちらともいえ

ない」が１２名（２９．３％）、「分からない」が８名（１９．５％）

で次ぎ、協会定義と似た傾向を示した。 また、「思

わない」 も３名 （７．３％） いた。

５． 定義が好きか嫌いか、 その理由は

　

問５の結果を表８に示した。 法定義では、「ど

ちらともいえない」 が最多で６０％強を占め、「分

からない」が９名（２２．０％）、「嫌い」が５名（１２．２％）

で次いだ。「好き」 は２名 （４．９％） のみだった。

協会定義とＷＦＯＴ定義は似た傾向を示し、「好き」

が約半数と最多になり、「どちらともいえない」

と 「分からない」 が次いだ。 そして、「嫌い」 は

法定義よりも少なかった。

　

法定義において、「どちらともいえない」 とし

表６

　

問３の結果

表７

　

問４の結果

表８

　

問５の結果

間３

　

あなたは、 今考えて、 この定義が問１の観点で、 どのようなイメージを抱かせる

と思うか
＜法定義＞

　　　　　　

＜協会定義＞

　　　

＜ＷＦＯＴ定義＞

①対象にある

　　　　　　　　　

： １名 （２．４％）

　　　

１名 （２．４％）

　　　

３名 （７．３％）

②目的にある

　　　　　　　　　

： ４名 （９．８％）

　　　

４名 （９．８％）

　　

１１名 （２６，８％）

③手段にある

　　　　　　　　　

：１１名 （２６．８％）

　　　

６名 （１４．６％）

　　　

２名 （４．９％）

④対象と目的にある

　　　　　　

： １名 （２．４％）

　　　

２名 （４．９％）

　　　

５名 （１２．２％）

⑤対象と手段にある

　　　　　　

： ５名 （１２．２％）

　　　

１名 （２．４％）

　　　

０名 （０，０％）

⑥目的と手段にある

　　　　　　

：１０名 （２４，４％）

　　　

１４名 （３４．１％）

　　

１２名 （２９．３％）
⑦対象と目的と手段にある

　　　

： ９名 （２２．０％）

　　　

１３名 （３１．７％）

　　　

８名 （１９．５％）

問４

　

あなたは、 今考えて、 この定義が作業療法の本質を表していると思うか

　　　　　　　　　　　　　　　

＜法定義 ＞

　　　　　

＜「協会定義＞

　　　

＜÷ＷＦＯＴ定義＞

・思う

　　　　　　　　　　　　

：１２名 （２９．３％）

　　　

２４名 （５８．５％）

　　

１８名 （４３．９％）

・思わない

　　　　　　　　　　

： ０名 （０．０％）

　　　

０名 （０．０％）

　　　

３名 （７．３％）

・どちらともいえない

　　　　　

：２２名 （５３．７％）

　　　

９名 （２２．０％）

　　

１２名 （２９．３％）
． 分からない

　　　　　　　　　

： ７名 （１７．１％）

　　　

８名 （１９．５％）

　　　

８名 （１９，５％）

問５

　

あなたは、 今考えて、 この定義が好きか嫌いか

　　　　　　　　　　　　　　

＜ 法定義＞

　　　　　

＜協会定義＞

　　　　

＜ＷＦＯＴ定義＞

・好き

　　　　　　　　　　　　

： ２名 （４．９％）

　　　

１９名 （４６．３％）

　　　

２１名 （５１．２％）
・嫌い

　　　　　　　　　　　　

： ５名 （１２．２％）

　　　

３名 （７．３％）

　　　

３名 （７．３％）

・どちらともいえない

　　　　　

：２５名 （６１．０％）

　　　

１４名 （３４．１％）

　　　

９名 （２２．０％）
・ 分からない

　　　　　　　　　

： ９名 （２２．０％）

　　　

５名 （１２．２％）

　　　

８名 （１９．５％）
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た理由は、「よい所もあれば悪い所もある」 がほ

とんどで、「法定義だから仕方ない」 といった消

極的意見も相当数見られた。 悪い所は、 小数意見

に分かれたが、「対象が限定的すぎる」 や 「行わ

せるという表現が悪い」、 或いは 「手工芸に偏る」

や 「基本的治療も含まれることが伝わらない」 が

比較的多かった。 以上の理由は、「嫌い」 の理由

とも通じていた。 また、「分からない」 とした理

由は、「学びの途中で、 これからである」 が多く、

「深く考えたことがない」 も相当数あった。

協会定義において、「好き」 とした理由は、「分

かりやすい」 や 「具体的である」、 或いは 「対象

が広い」 や 「内容が深い」 が多かった。「どちら

ともいえない」 とした理由は、「長すぎる」 や 「理

解が難しい所がある」 が多かった。「分からない」

とした理由は、 法定義と同様であった。

ＷＦＯＴ定義において、「好き」とした理由は、「分

かりやすい」 や 「健康と幸福まで言及している」

が特に多く、「環境の変更まで方法に挙げている」

や 「共感できる」 も多かった。「どちらともいえ

ない」 とした理由は、「手段が分かりにくい」 が

多く、「対象が書いていない」 や 「日常生活活動

だけではない」 も挙がった。「分からない」 とし

た理由は、 法定義と同様であった。

６．法定義と協会定義の共存を奇異（不思議） だ

　

と感じたことがあるか

　

「ある」は２２名（５３．７％）で、「ない」は１９名（４６．３％）

であった。「ない」 と答えた理由は、「考えたこと

がなかった」 が１１名 （５７．９％） と多く、「あること

に違和感がなかった」 が７名 （３６．８％） で、 １名

は理由の記述がなかった。

７． 協会定義が作られた理由を他者から聞いたこ

　

とがあるか

　

「ある」は１名（２．４％）で、「ない」は２９名（７０．７％）

であった。 また、「分からない （忘れた等）」 も１１

名 （２６．８％） いた。

８． 協会定義が作られた理由を自分なりに考えた

　　

ことがあるか

　

「ある」は１０名（２４．４％）で、「な
▲い」は３１名（７５．６％）

であった。

　　　

　　

　 　
　

　
　　 　

　

今回は、 我が国で代表的な３つの作業療法の定

義を題材に、 学生の意識について調査した。 その

目的は、 どの定義がよいかどうかを考えることで

はなく、 各々の定義により意識に違いがあるかど

うかを確かめることであった。 筆者は、 もし違い

があるならば、 異なる定義の存在と使用は、 作業

療法に対する概念の共通認識を阻害することにつ

ながらないか、 そして、 時代や実態に即した定義

をみなで再考する必要性があることを示唆するの

ではないかと考えた。

　

問２の結果より、 多くの者が 「各々の定義が作

業療法の本質を表しているかどうかについて考え

たことがなかった」 としており、 今回のスタディ

で初めて３つの定義を対比して考えたことが分か

る。 また、「考えたことがある」 と答えた者にお

いても、 その程度は 「少しだけ」 と 「ある程度」

であり、 今回のスタディで初めて深く考えたこと

が分かる。 以上をまとめると、 今回のスタ ディ

は、 これまでの学習で形成された自己の作業療法

の概念を整理して、 かつ、 各々の定義の持つ概念

とそれに対する意識とを初めて深く確認したもの

であったといえる。

　

問１の結果と問３の結果を対比すると、 自己の

作業療法に対する概念と各々の定義が抱かせるイ

メージには、 回答傾向に差があった。 また、 問３

の結果のみを眺めると、 同じ定義であっても個人

により感じ方に差があること、 ３つの定義の間に

も回答傾向に差があることが分かった。以上より、

定義における異なる構成や表現は、 読み手や聞き

手に異なるイメージを与えることが確認できた。

　

問４の定義が作業療法の本質を表しているか

と、 間５の定義が好きか嫌いかでは、 協会定義と
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ＷＦＯＴ定義は回答傾向が似ており、 ともに肯定

意見が多かった。 それに対し、 法定義では、「本

質を表している」 と 「好き」 と答えた者が他の２

つの定義より極端に少なかった。 問５では、 制定

が新しい順に 「好き」 が増えることが筆者に注意

を向けさせた。 回答は、 どの定義も 「どちらとも

いえない」 が多かったが、 その理由は 「よい所も

あれば悪い所もある」 がほとんどで、定義ごとに、

よい所と悪い所が指摘された。 特に、法定義の「ど

ちらともいえない」 と 「嫌い」 の理由には、「手

工芸に偏る」 や 「基本的治療も含まれることが伝

わらない」 等が挙がった。２０１０年４月３０日、 厚生

労働省医政局長は、各都道府県知事あてに「医療

スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進に

ついて」 という通達を出した。 その中の 「作業療

法の範囲」 という項目で、 理学療法士及び作業療

法士法第２条第２項の 「作業療法」 については、

同項の 「手芸、 工作」 という文言から、「医療現

場において手工芸を行わせること」 といった認識

が広がっているとして、 表９に示した業務が理学

療法士及び作業療法士法第２条第１項の「作業療

法」 に含まれるものであると説明している。 併せ

て、 このことから、 作業療法士を積極的に活用す

ることが望まれると提言している。 この公文書内

容は、 学生が法定義に対して抱いた疑問の理由を

裏付けるものであろう。 しかし、 この通達は都道

府県知事に出されたものであり、 どれほどの臨床

や教育現場の者に、 ひいては一般社会の者に伝

わっているだろうか。 筆者は、 我々作業療法士が

率先して、 この内容が社会において周知されるよ

う啓発していかなければならないと考える。

　

問６から問８までは、 法定義と協会定義の共存

に関する質問だが、 問６では 「共存することを奇

異（不思議）と感じたことがある」と答えた者が、

「感じたことがない」 と答えた者より、 わずかで

はあるが多かった。 そして、 問７で 「協会定義が

作られた理由を他者から聞いたことがある」 と答

えた者は１名しかいなかった。 すなわち、 問６で

「奇異と感じたことがある」 と答えた者は自らそ

の理由を求めようとすることが考えられるが、 問

８の結果では自己で考えようとしなかった者の方

が圧倒的に多かった。 以上より、 新２年次生にお

いては、 作業療法の定義が複数あることへの問題

意識がまだ薄いことが窺われた。

　

岩崎８）は、「定義とは、 １つの事柄の意味をはっ

きりと定めることである。 受け取り手によって違

う解釈をされないように意味を明確にしておくこ

とは、 学問の基本原則であり、 また専門職にとっ

ては誰にどのようなサービスをどのように提供す

るか （対象・目的・方法） を明言することである」

という。 また、 文化とは、 後天的、 歴史的に形成

された外面的及び内面的な生活様式の体系であり、

集団の全員または特定のメンバーによって共有さ

れるものである９）
。 そして、 人の生活は作業から

成る。筆者は、作業療法のあり方と定義は、その時々

の文化に対応したものでなければならないと考え

る。 あと少しで、 法定義が生まれて５０年、 協会定

義が生まれて３０年になる。 その間、 文化は、 我が

国においても世界においても、 時の流れとともに

変わった。 そして近年、 我が国においては、 作業

療法を取り巻く状況は大きく変動してきている。

今回の調査において、 新２年次生に定義が抱かせ

る作業療法における作業の位置づけ、 及び新２年

次生が考える定義の妥当性と暗好性には、 ３つの

定義により異なる傾向があることが分かった。 ま

た、 定義が複数あり用いられていることに対して、

表９

　

厚生労働省の説明する作業療法の範囲 （２０１０年４月３０日）
．移動、食事、排池、入浴等の日常生活活動に関するＡＤＬ訓練
・家事、 外出等の工ＡＤＬ訓練

・作業耐久性の向上、作業手順の習得、就労環境への適応等の職業関連活動の訓練
・福祉用具の使用等に関する訓練
・退院後の住環境への適応訓練
．発達障害や高次脳機能障害等に対するリハビリテーション
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その問題意識がないか、 或いはあっても問題を追

及していこうとする意識が少ないことが窺われた。

　

以上のことより、 卒前教育では、 今回の調査結

果がなぜ生まれるのかをさらに分析するととも

に、 複数の定義が共存し使用されていることを直

視し、 その問題点について学生と語り合う必要が

あると考えた。 また、 我が国の作業療法の世界で

も、 みなで定義について議論する必要性があるの

ではないかと考えた。

　　

学事

　　

、

　

おわりｆき

　

ノ

　

前述のように、 ＷＦＯＴ定義は、 社会の時代背

景を踏まえて、 内容が改定されている。 表１０は、

２０１１年現在の世界作業療法士連盟のホームペー

ジ の 「Ｗｈａｔｉｓ ｏｃｃｕｐａ誼ｏｎａＩＴｈｅｒａｐｙ？」 に よ

　

る

ＷＦＯＴ定義である３）
。 表１に挙げた２００４年版と対

比すると、 その概念の変遷が分かる。 筆者は、 こ

の意味についても考えていきたいと思っている。

表１０

　

新しい世界作業療法士連盟の定義（ＷＦＯＴ定義）

ような時代の要請を鑑み、 日本作業療法士協会で

は、 さまざまな場で一貫性のある作業療法を実践・

提供し、さまざまな対象者に作業療法（土）の広

範に渡る職能をわかりやすく説明できるよう、 作

業療法の定義の改定に向けた検討を開始した」と

いう。 この改定に向けた行動計画は、２０１３年９月

２１日に理事会で承認され、第二次５ヵ年戦略 （２０１３

年～２０１７年） にも位置づけられ、 今後順次進めら

れていくことになる。 以上は、 奇しくも、 今回筆

者が提案した内容と相通じるものであった。

文献
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作業療法の定義改定に向けた意見募集」という通

知が会員に出された。 日本作業療法士協会は、 こ

の動きの背景を次のように説明している。「ＷＦＯＴ

や主要国の作業療法士協会では社会の変化に対応

するために作業療法の定義を度々改定しているが、
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業療法学全書 第２巻 基礎作業学，初版，協同医書

　

出版， 東京， ｐｐ．１６－２０， １９９１．

７） 里村恵子：世界作業療法士連盟の歩み． 加藤信

　

勝・竹村堅次・鈴木明子編， 作業療法

　

－心身障

　

害に対するアプローチ－ （上）， 創造出版， 東京，

　　

ｐｐ．７０－７３， １９９３．

８） 岩崎テル子：作業療法の種々の定義．岩崎テル子編，

　

標準作業療法学専門分野作業療法学概論，第２版，

　

医学書院， 東京， ｐｐ．１４－１５， ２０１１．

９） 鷲田孝保：文化と作業． 日本作業療法士協会編，

　

作業療法学全書 第２巻 基礎作業学， 改訂第２版，

　

協同医書出版， 東京， ｐｐ．１３－１６， １９９９．

世界作業療法士連盟（２０１１年版）
作業療法は、作業を通して健康と安寧を促進すること
に関わるクライエント中心の医療・保健専門職 （Ｃ１ｉｅｎｔ‐
ｃｅｎｔｒｅｄｈｅａｌｔｈｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎ） である。 作業療法の主な目
的は、 人々を日常の活動に参加できるようにすることで

ある。作業療法士は、人々や地域社会と協力して、彼ら
がしたい、 する必要のある、 することが期待されている

作業に従事する能力を高め、また作業や環境を修正して
彼らの作業への従事をよりよく支援することによって、
この（日常の活動に参加するという）成果を達成する。

－４５－


